
 

 

 

 

 

 

令和６年度第２回 

武蔵村山市行政改革推進委員会会議次第 

 

日 時：令和７年３月１４日（金） 

    午前１０時から 

場 所：市役所本庁舎３階３０１会議室 

      

 

日 程 内           容 

開 会  

報 告 事 項 １ 令和６年度第１回行政改革推進委員会の会議結果について 

報 告 事 項 ２ 
武蔵村山市第七次行政改革大綱推進計画（令和６年度～令和７年
度）について 

議 題 １ 令和６年度上半期における第七次行政改革大綱の推進状況について 

議 題 ２ その他 

閉 会  

 



 

印刷用メモ 
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報告事項１ 令和６年度第１回行政改革推進委員会の会議結果について 

○ 令和６年度第１回行政改革推進委員会の会議結果（概要） 

会 議 名 令和６年度第１回武蔵村山市行政改革推進委員会 

開 催 日 時 令和６年７月２９日（月）午前１０時４分から午前１１時４６分まで 

開 催 場 所 市民会館（さくらホール）展示室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：比留間委員長、岩瀨委員、髙橋委員  

欠席者：小林副委員長、日向野委員 

事務局：企画財政部長、企画政策課長、行政管理係長、行政管理係主任  

議 題 
１ 令和５年度末における第七次行政改革大綱の推進状況について 

２ その他 

結 論 

議題１：令和５年度末における第七次行政改革大綱の推進状況について 

令和５年度末における第七次行政改革大綱の推進状況について、委員か

ら意見をいただいたが、助言、勧告等はなかった。 

議題２：その他 

  特になし。 

そ の 他 委員の確認を経て、第１回会議の会議録を公開した。 
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報告事項２ 武蔵村山市第七次行政改革大綱推進計画（令和６年度～令和７年度）

について 

 

武蔵村山市第七次行政改革大綱（令和３年３月策定）を踏まえて、行政改革を具体的か

つ計画的に推進するため、行政改革大綱推進計画を策定したものである。 

 

参考 修正項目 

【改革の柱①】時代の変化に対応した行政サービスの提供 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

２１ 基幹相談支
援センター
の設置の検
討 

障害の種別（身体、精神、
知的）を問わず地域の実情に
応じて権利擁護・虐待防止、
地域移行・地域定着等の支援
を行うなど、地域における相
談支援の中核的な役割を担う
機関の設置を検討する。 

R6 R7 障害福祉課 達成基準
を変更、
実施時期
を令和５
年度から
令和６年
度に変更 

－ 
⇒実施 

 

 達成基準 
検討結果報告書の提出 
⇒実施 

２４ 特定健康診
査の受診勧
奨 

自らの健康リスクを把握
し、生活習慣病の発症及び重
症化を予防する契機となる特
定健康診査の受診者を増やす
ため、受診勧奨を実施する。 

R6 R7 健康推進課 達成基準
を変更、
実施時期
を令和５
年度から
令和７年
度に変更 

－ 
⇒→ 

－ 

⇒達成 

 達成基準 
国民健康保険被保険者
（４０歳以上７５歳未
満）の特定健康診査受診
率６０．０％ 
⇒国民健康保険被保険者
（４０歳以上７５歳未満）
の特定健康診査受診率５
４．０％ 

２５ 特定保健指
導の利用勧
奨 

特定健康診査の結果、生活
習慣病の危険因子の数に応じ
て階層化された保健指導対象
者に対し、生活習慣病の発症
を予防するため、個々の生活
習慣の改善に主眼を置いた保
健指導の利用勧奨を実施す
る。 

R6 R7 健康推進課 達成基準
を変更、
実施時期
を令和５
年度から
令和７年
度に変更 

－ 

⇒→ 

－ 

⇒達成 

 達成基準 
国民健康保険被保険者
（４０歳以上７５歳未
満）の特定保健指導実施
率６０．０％ 
⇒国民健康保険被保険者
（４０歳以上７５歳未
満）の特定保健指導実施
率２０．０％ 

３７ 効果的な情
報発信の拡
充 

ＹｏｕＴｕｂｅを活用した
動画による広報や、ＬＩＮＥ
等の新たなＳＮＳを活用した
適時な広報など、効果的に情
報を発信する方法を検討し、
拡充する。 

R6 R7 秘書広報課  

－ 
⇒実施 

－ 
⇒→ 

 達成基準 
実施 
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【改革の柱②】将来を見据えた弾力的な行財政基盤の確立 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

４２ 新たな勤務
意欲向上策
の実施 

職員の勤務意欲の向上を図
るため、働き方改革を推進す
るとともに、人事考課制度の
見直しや、管理職の期末・勤
勉手当における勤勉手当の配
分割合の引上げなど、新たな
方策を検討し、実施する。 

R6 R7 職員課 令和４年
度実施済 → 

⇒ － 
 

 達成基準 
実施 

４３ 代替休暇制
度の導入 

職員の健康保持、業務能率
の確保を図るため、ノー残業
デーや時差勤務を継続するほ
か、月６０時間超の時間外勤
務を行った際に代替休暇を取
得する制度を導入する。 

R6 R7 職員課 実施時期
を令和５
年度から
令和６年
度に変更 

－ 
⇒実施 

 

 達成基準 
実施 

７３ 庶務事務シ
ステムの導
入 

職員の出退勤等の管理に係
る事務の効率化を図るため、
タイムカード及び紙台帳によ
る管理を廃止し、データで管
理するための庶務事務システ
ムを導入する。 

R6 R7 職員課 実施時期
を令和５
年度から
令和７年
度に変更 

－ 
⇒ 検討 

－ 

⇒ 実施 

 達成基準 
実施 

７４ テレワーク
の導入 

ワーク・ライフ・バランス
の推進を図るとともに、生産
性の向上を含めた多様な働き
方を実現するため、テレワー
クを導入する。 

R6 R7 職員課 
デジタル推進課 
 

実施時期
を令和５
年度から
令和６年
度に変更 

－ 
⇒ 実施 

 

 達成基準 
実施 

７８ 事務手数料
の見直し 

受益者負担の適正化を図る
ため、証明書発行等に係る事
務手数料について、事務手数
料改定サイクルに基づき定期
的に見直しを行う。 

R6 R7 市民課 
(関係各課) 
 

令和５年
度実施済 

実施 

⇒ － 
 

 達成基準 
実施 

８２ 給食費収納
対策の推進 

市民負担の公平性の確保、
サービス水準の維持等を図る
観点から、有効な収納対策を
実施し、給食費収納率の向上
を図る。 

R6 R7 学校給食課 
 

達成基準
及び実施
時期を変
更 

→ 
⇒ － 

達成 

⇒ － 

 達成基準 
収納率９８．０％ 
(現年度分+滞納繰越分) 
⇒－ 
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議題１ 令和６年度上半期における第七次行政改革大綱の推進状況について 

〇 令和６年度上半期における第七次行政改革大綱の推進状況 

１ 推進状況調査の実施 

⑴ 調査依頼：令和６年１０月２日（水） 

⑵ 回答期限：令和６年１０月１６日（水） 

 

２ 推進状況調査の結果 

  別添「武蔵村山市第七次行政改革大綱 令和６年度上半期推進状況報告書」のとお

り。 
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議題２ その他 

 

〇 行政改革推進委員会と行財政運営懇談会の統合について 

（経 過） 

 行政改革大綱の実施状況について審議を所掌する「行政改革推進委員会」と行政改革

大綱の策定に際し、行財政運営のあり方や行政改革の方策等の調査・検討を所掌する

「行財政運営懇談会」の両附属機関等について、同一機関で大綱の策定のための調査・

検討及び推進を実施することが効率的であり、また現行の行政改革大綱項目６５に記載

の附属機関等の整理・統合の観点からも、令和７年度に策定予定の次期行政改革大綱の

策定に合わせ、当該機関の統合を行ったもの。 
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メモ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


